
Ⅰ 序  論 
 

１ 計画の位置づけ 

  静岡市と清水市との合併問題は、モータリゼーションの進展に伴う市民の日常生

活圏の拡大、経済圏の伸長や、市街地の一体化等の状況を踏まえ、昭和 40 年代か

ら繰り返し議論され続けた歴史的課題であった。 
  また、近年の多様化、高度化する行政ニーズや激化する都市間競争への対応や、

地方分権推進の必要性、さらには、より高度な行政体制確立のための政令指定都市

実現の観点から、市域を超えた広域行政推進の必要性が議論されることとなった。 
   このような状況の中で、平成７年の「市町村の合併の特例に関する法律」の改正

によって創設された住民発議制度に基づき、市民から合併協議会の設置に向けた直

接請求が行われ、両市市議会の議決を経て、平成 10 年 4 月 1 日、静岡市・清水市

合併協議会が設置されることとなった。 
   合併協議会では、歴史的課題である両市の合併について、合併の是非も含めたあ

らゆる協議を行い、将来に対して責任ある判断を行うため、徹底した市民参加と情

報公開に意を用い、新市建設計画の作成や事務事業のすり合わせ協議を行ってきた

ところである。 
   中でも、新市建設計画は、合併新市の将来のビジョンを示し、これを合併是非判

断材料のひとつとするものであり、合併協議会では、生活環境、保健福祉、教育文

化、都市基盤、産業経済、行財政それぞれの分野ごとに部会を設置し、精力的な協

議を行ってきたところである。 

 

 

２ 計画策定の方針 

(1) 計画の趣旨 
本計画は、「市町村の合併の特例に関する法律」第５条に基づく法定計画として 

作成するもので、静岡市と清水市との合併後の新市の建設を、総合的かつ効果的に

推進していくための基本方針を定めるとともに、この方針に基づいた建設計画を策

定してその実現を図ることにより、新市の速やかな一体化を促進し、新市の均衡あ

る発展と市民福祉の向上を図るものである。 

 

(2) 計画の構成 
本計画は、新市建設の基本方針、基本方針を実現するための施策、公共施設の 

統合整備及び財政計画を中心として構成する。 

 

(3) 計画の期間 
本計画の計画期間は、平成 15 年度から平成 24 年度までの 10 年間とする。 

 



Ⅰ　序論

 １　計画の位置づけ

 ２　計画策定の方針

  (1)　計画の趣旨  １ 人と地球に優しい快適生活環境の実現

  (2)　計画の構成  (1) 資源循環型社会システムの構築

  (3)　計画の期間  (2) 安全・快適な生活基盤の整備

 (3) 災害に強い安全なまちづくり

協働・共創して地域の可能性を最大限に
引き出し、創造を発揮するまち
活き活きと安全、安心、快適に、共に暮
らすことができるまち

 ２ 市民が安心して活躍できる人間福祉の充
実

Ⅱ　新市の概況 多様で高次・高質なライフスタイルを実
現できるまち

 (1) 健康長寿日本一の福祉都市づくり

 １　位置と地勢 新たな文化や産業を創造し、国内外に積
極的に発信するまち

 (2) 市民の自立と社会参加の支援

 ２　自然環境 国際性豊かな人・物・情報があふれ、活
発に行き交うまち

 (3) 子育てに対する支援

 ３　面積

 ４　人口  ３ 人格を高める文化創造と教育の充実

人と地球に優しい快適生活環境の実現  (1) 生涯を通じての学びとスポーツの推進

市民が安心して活躍できる人間福祉の充
実

 (2) 地域学校教育環境の再整備

人格を高める文化創造と教育の充実  (3) 市民文化の創造

Ⅲ　主要指標の見通し 新市全体の均衡ある発展のための多核型
都市の形成

 １　人口 人、物、情報が活発に行き交う独自の中
枢経済圏域の確立

 ４　 新市全体の均衡ある発展のための多核型
都市の形成

  (1)　目標人口 市民満足のための高次・高質な行政の推
進

 (1) 都市核及び都市拠点の整備

  (2)　年齢階層別人口  (2) 人と自然の共生による山間地の振興

  (3)　就業人口  (3) 総合交通と情報通信ネットワークの形成

 ２　世帯  

 ５ 人、物、情報が活発に行き交う独自の中
枢経済圏域の確立

 (1) 産業構造の高度化の推進

 　① 高度行政機能、情報・芸術拠点としての
東静岡

 (2) 新産業への創業・経営支援

　 ② 商業・業務拠点としての静岡都心  (3) 誇りに満ちて働く市民への支援

　 ③ 海洋文化・レクリエーション拠点として
の清水都心

 ６ 市民満足のための高次・高質な行政の推
進

 (1) 市民と行政のパートナーシップの確立

 　① 自然の魅力の発信拠点としての山間地域  (2) 市民満足のための高次・高質な行政の推
進

　 ② 安定した暮らしの拠点としての中山間地
域

　 ③ 利便性の高い交通拠点としての西北地域

　 ④ 新たな快適生活交流拠点としての東北地
域 Ⅷ　新市における県事業の推進

　 ⑤ 憩いの拠点としての西南地域  １　静岡県の役割

　 ⑥ 緑かおる文化教育拠点としての有度山地
域  ２　新市における静岡県事業

　 ⑦ 物流とマリンリゾートが両立した清水港
地域

　 ⑧ 快適生活拠点としての南部地域

　 ⑨ 人と海との調和を目指す海岸線地域

 (4) 清水港の機能向上と整備

　 (1) 都市核

Ⅴ　地域別整備方針

 ２　地域ごとの整備方針

 １　新市の地域区分

新市建設計画の構成

　「承継と創造と交流」

 ２　新市の将来像

『心と自然を尊ぶ市民が築く、人間躍動都市』

Ⅳ　新市建設の基本方針

 １　新市建設の基本理念

　「自立と参加」

Ⅸ　財政計画

Ⅵ　公共施設統合整備の基本的考え方

 　(1)

 　(2)

　 (3)

　 (4)

 　(5)

 　(1)

 　(2)

　 (2) 都市拠点地域

　 (4)

 　(5)

　 (6)

Ⅶ　新市の施策

 ３　将来像を実現するための基本的考え方

　「共生と持続と循環」

　 (3)


